
船岡駅コミュニティプラザ・槻木駅コミュニティプラザ

使用区分

町内居住者及び町内企業 310 円 380 円

町外居住者及び町外企業 470 円 570 円

※営利を目的として使用する場合、この表に定める使用料の額の２倍とする。

現　行 新使用料

１時間当たり １時間当たり


